
申請期間　令和４年７月１日（金）～
令和５年２月28日（火）

支給額　児童 1人あたり 5万円（１回限り）
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お知らせ版

令和４年度子育て世帯生活支援
特別給付金を支給します 問こども政策課（☎826‐1111　内線2304）

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する
なかで、物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯
に給付金を支給します。申請方法など、詳しくはホー
ムページをご覧ください。

◆ひとり親世帯への給付金
対象者　次のいずれかに該当する方
①令和４年４月分の児童扶養手当を受給している方
②公的年金などを受給していて、令和４年４月分の児
童扶養手当を受給していない方
※児童扶養手当の支給限度額を下回る方に限ります。
※「公的年金」は、遺族年金、障害年金、老齢年金、労
災年金、遺族補償などです。
③新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、
　収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準に
　なった方
手続き
・①の方は申請不要です。６月23日（木）に、児童扶
養手当の支給口座に振り込みます。
・②・③の方は申請が必要です。

◆ひとり親世帯でない世帯への給付金
対象者　次のいずれかに該当する方
①令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当
を受給していて、令和４年度住民税均等割が非課税
の方
②対象児童の養育者で、次のいずれかに該当する方
・令和４年度住民税均等割が非課税の方
・新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、
令和４年度住民税非課税相当の収入になった方
※「対象児童」は令和４年３月31日時点で18歳未満の
子、障害児は20歳未満の方です。令和５年２月28
日までに生まれる新生児も対象です。
手続き　
・①の方は申請不要です。７月８日（金）に、児童手当
または特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます。
・②の方は申請が必要です。

土浦市事業者支援一時金を
支給します 問商工観光課（☎826‐1111　内線2703）

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環とし
て、茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金
（令和４年１～３月分）の支給開始にともない、市の事
業者支援一時金を支給します。
対象　県の一時金を受給した市内事業者
※営業時間短縮要請を受けた事業者は対象外です。
※県の一時金は、県の相談窓口にお問い合わせください。
　（☎029‐301‐5558　平日　午前９時～午後５時）

補助金額　１事業者あたり県の一時金支給額の２分の１
申請期限　令和４年９月30日（金）
※令和３年１～２月、４～６月、８～９月分も申請で
　きます。受給済み分の申請はできません。
※申請方法など、詳しくはホームページをご覧ください。


